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1. PRTR 制 度 の意 義  

 

1-1 PRTR とは 

 

PRTR とは、Pollutant Release and Transfer Register の略 称 で、わが国 では

化 学 物 質 排 出 移 動 量 届 出 制 度 と呼 ばれています。 

PRTR は、有 害 性 のある多 種 多 様 な化 学 物 質 が、どのような発 生 源 から、どれく

らい環 境 中 に排 出 されたか、あるいは廃 棄 物 に含 まれて事 業 所 の外 に運 び出 され

たかというデータを把 握 し、集 計 し、公 表 する仕 組 みです。 

 

諸 外 国 でも導 入 が進 んでおり、日 本 では 1999（ 平 成 11） 年 、「 特 定 化 学 物

質 の環 境 への排 出 量 の把 握 等 及 び管 理 の改 善 の促 進 に関 する法 律 」 （ 以 下

「 法 」 とします） (→ pⅢ-572)により制 度 化 されました。 

 

PRTR の対 象 事 業 者 は、環 境 に排 出 した量 と、廃 棄 物 として処 理 するために事

業 所 の外 へ移 動 させた量 とを自 ら把 握 し、年 に 1 回 国 に届 け出 ます。 

国 は、そのデータを集 計 し、また、対 象 業 種 を営 む事 業 所 (届 出 対 象 外 のも

の)や非 対 象 業 種 を営 む事 業 者 、家 庭 、農 地 、自 動 車 などから環 境 に排 出 さ

れている対 象 物 質 の量 を推 計 して、2 種 類 のデータを併 せて公 表 します。 
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図  PRTR データのフロー 
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(3)  地 域 住 民 等 とのコミュニケーションへの活 用 によるメリット 

 

法 第 4 条 (→ pⅢ-573)では、事 業 者 の責 務 として、PRTR の対 象 事 業 者 は

化 学 物 質 の管 理 の状 況 に関 して地 域 住 民 を含 めた国 民 の理 解 を深 めるよう

努 めることとされています。 

また、個 別 事 業 所 の PRTR データが経 済 産 業

省 ・ 環 境 省 のホームページで公 表 されており、誰

もが入 手 できるため、地 域 住 民 等 からそのデータ

に関 して説 明 を求 められることなどがあるかもしれ

ません。 

その際 に事 業 者 は、PRTR データや化 学 物 質 の

管 理 状 況 等 を説 明 する場 を設 けて、地 域 住 民 等

と対 話 するなどコミュニケーションを図 ることが有 効 で

す。これは環 境 対 策 への取 組 のアピールや地 域 住

民 等 との信 頼 関 係 の構 築 につながります。  

事 業 者 は地 域 住 民 等 に事 業 所 の環 境 対 策 への取 組 や事 業 所 で取 り扱 ってい

る化 学 物 質 に対 する理 解 を深 めてもらい、信 頼 してもらうためにも、地 域 住 民 等 と

コミュニケーションを図 ることは重 要 です。 

 

(参 考 ) 経 済 産 業 省 及 び環 境 省 のリスクコミュニケーションのホームページ 

経 済 産 業 省 URL：  

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/risk-com/r_index2.html 

環 境 省 URL：  

https ://www.env.go . jp/chemi/communicat ion/index.html  

 

 

  




